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第１４９１号　　令和８年３月２日（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

東北運輸局マスコット
“とうほくろっ犬”

令和８年３月２日 https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/

旅客自動車運送事業者に対する行政処分等

貨物自動車運送事業者に対する行政処分等

一般乗用旅客自動車運送事業における運賃及
び料金に関する認可申請

公 示

   道路運送法施行規則第５５条の規定により、次のとおり公示する。
　 なお、利害関係人で道路運送法第８９条第２項の規定により意見の聴取の申請をしようとするものは、同法施行規則第５７条の規定に基づく
 申請書をこの公示の日から１０日以内に当局自動車交通部に提出すること。

令和８年３月２日

　　東北運輸局長　　吉田　昭二

（公示番号第１１８号）

事案の種類：一般乗用旅客自動車運送事業における運賃及び料金に関する認可申請

事 案 番 号 申 請 者 申 請 年 月 日 運 賃 適 用 地 域 備 考

７旅二第１９１２号
酒田合同自動車株式会社
代表取締役　山﨑　正人

令和8年2月24日 山形地区

７旅二第１９１３号
株式会社観光タクシー
代表取締役　池田　三也

令和8年2月25日 山形地区

７旅二第１９１４号
港タクシー株式会社

代表取締役　暮部　光昭
令和8年2月25日 山形地区

７旅二第１９１５号
酒田第一タクシー株式会社
代表取締役　齊藤　猛久

令和8年2月25日 山形地区

７旅二第１９１６号
株式会社東雲観光グループ
代表取締役　鈴木　栄子

令和8年2月25日 山形地区

７旅二第１９１７号
株式会社尾花沢タクシー
代表取締役　渡会　友補

令和8年2月25日 山形地区

７旅二第１９１８号
湯の浜観光エアポートタクシー有限会社

代表取締役　池田　一喜
令和8年2月25日 山形地区

７旅二第１９１９号
余目タクシー有限会社
代表取締役　池田　新

令和8年2月25日 山形地区

７旅二第１９２０号
松山観光タクシー有限会社
代表取締役　池田　一喜

令和8年2月25日 山形地区

別表１のとおり

別表１のとおり

別表１のとおり

別表１のとおり

別表１のとおり

別表１のとおり

公    示

事案の概要

別表１のとおり

別表１のとおり

別表１のとおり

別表１

運賃及び料金の変更認可申請

・時間制運賃の加算時間の短縮

大型車 5,760円

10分まで　1,920円
20分まで  3,840円
30分まで　5,760円

（以降３０分ごと繰り返し）

普通車 4,220円

10分まで　1,400円
20分まで  2,800円
30分まで　4,220円

（以降３０分ごと繰り返し）

事 案 の 概 要

車種
運賃

初乗運賃30分 加算運賃

特定大型車 5,830円

10分まで　1,940円
20分まで  3,880円
30分まで　5,830円

（以降３０分ごと繰り返し）
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l

◆旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
自動車交通部自動車監査官

行 政 処 分

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反

代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

秋田 乗用
株式会社大館･花矢交通

（法人番号7410001012582）
代表者高橋学

秋田県大館市

あさひタクシー
営業所

（1）運賃料金届出違反
（2）運転者の指導監督
義務違反

R8.1.6
輸送施設の
使用停止

2 40 4

秋田 乗用
合資会社大曲タクシー

（法人番号2410003001984）
代表者青山忠雄

秋田県大仙市

本社営業所

（1）点呼の記録義務違
反

R8.1.13 文書警告

県別 業種

事 業 者

処 分 理 由

処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所
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ｌ
◆貨物自動車運送事業者に対する行政処分等

自動車交通部自動車監査官

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

秋田 一般
ヤマコ総合物流株式会社

（法人番号3410001002562）
代表者鳥海寛人

秋田県秋田市

本社営業所

（1）乗務時間等基準告
示の遵守違反
（2）点呼の記録義務違
反【記載事項の不備】
（3）運転者の指導監督
義務違反

R8.1.6
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

3 54 6

青森 一般
有限会社丸昭運輸

（法人番号5420002011394）
代表者水口昭三

青森県五所川原市

本社営業所

（1）乗務時間等基準告
示の遵守違反
（2）乗務時間等基準告
示の遵守違反【乗務時
間等告示なお書きの
遵守違反】
（3）酒酔い･酒気帯び
運行の業務
（4）点呼の実施義務違
反
（5）運転者の指導監督
義務違反
（6）社会保険等加入義
務違反

R8.1.8
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

3 210 21

青森 一般
有限会社平成運送

（法人番号4420002018820）
代表者橋本幸子

青森県上北郡
六ヶ所村

本社営業所

（1）営業所の位置の変
更違反
（2）休憩･睡眠施設の
位置･収容能力変更違
反
（3）運転者の指導監督
義務違反

R8.1.8
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

2 20 2

秋田 一般
五王興業有限会社

（法人番号6410002013770）
代表者中山孝二郎

秋田県横手市

本社営業所

（1）整備不良車両等
（2）点呼の記録義務違
反
（3）運転者の指導監督
義務違反

R8.1.21
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

2 20 2

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

藤崎郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.7 文書警告

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

大鰐郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.7 文書警告

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

平賀郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.7 文書警告

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

名川郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.7
輸送施設の
使用停止

1 44

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

市浦郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.7 文書警告

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

十和田湖郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.7
輸送施設の
使用停止

1 43

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

階上郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.7 文書警告

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

小湊郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.14 文書警告

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所
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氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

大畑郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.14 文書警告

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

陸奥川内郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.14 文書警告

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

乙供郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.14 文書警告

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

南郷郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.14
輸送施設の
使用停止

1 38

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

大間郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.21
輸送施設の
使用停止

1 37

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

田舎館郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.21
輸送施設の
使用停止

1 25

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

蟹田郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28
輸送施設の
使用停止

1 24

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

天間林郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28
輸送施設の
使用停止

1 21

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

宮守郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.7
輸送施設の
使用停止

1 50

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

厳美郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

横川目郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.14
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

沼宮内郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼の実施義務違
反
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.14
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

軽米郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.21
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

種市郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼の実施義務違
反
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.21
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

摺沢郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.28
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

大原浜郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所
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1
氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

七ヶ宿郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.7 文書警告

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

川崎郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

鶯沢郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.7 文書警告

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

丸森郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.14
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

築館郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.14
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

2 60

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

栗駒郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.14
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

円田郵便局

（1）点呼の実施義務違
反 R8.1.21

輸送施設の
使用停止

1 29

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

金成郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.21
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

高清水郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.21
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

新田郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28
輸送施設の
使用停止

1 27

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

宮郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28
輸送施設の
使用停止

1 20

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

雄物川郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

3 81

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

若美郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

仁賀保郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所



（６）

1

第１４９１号　　令和８年３月２日（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

象潟郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

前田郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.14
輸送施設の
使用停止

1 39

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

角館郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.14
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

2 60

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

刈和野郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.14
輸送施設の
使用停止

1 34

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

仙南郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.14
輸送施設の
使用停止

1 32

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

上小阿仁郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.21
輸送施設の
使用停止

1 27

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

外小友郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.21
輸送施設の
使用停止

1 29

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

花輪郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.21
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

2 60

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

小坂郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.21
輸送施設の
使用停止

1 26

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

比立内郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28
輸送施設の
使用停止

1 22

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

湯沢郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.28
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

3 60

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

六郷郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28
輸送施設の
使用停止

1 21

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

太田郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28
輸送施設の
使用停止

1 22

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

能代郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.28
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

3 60

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

大石田郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所



（７）第１４９１号　　令和８年３月２日（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

玉野郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

長井郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.14
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

2 60

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

河北郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.14
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

肘折郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.21
輸送施設の
使用停止

1 25

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

山形南郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.28
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

3 60

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

金山郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28
輸送施設の
使用停止

1 22

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

舟形郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の記録義務違
反【記載事項等の不
備】

R8.1.28 文書警告

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

宮宿郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28 文書警告

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

白河郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

3 60

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

只見郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

2 91

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

二本松郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

2 60

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

楢葉郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.7
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

3 82

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

上真野郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.14
輸送施設の
使用停止

1 49

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所



（８）第１４９１号　　令和８年３月２日（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

植田郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R8.1.14
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

5 120

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

釜ノ子郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.14
輸送施設の
使用停止

1 45

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

大越郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.14
輸送施設の
使用停止

1 44

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

塩川郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.21
輸送施設の
使用停止

1 28

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

小高郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.21
輸送施設の
使用停止

1 43

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

新地郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.21
輸送施設の
使用停止

1 44

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

谷田川郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.21
輸送施設の
使用停止

1 29

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

山口郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28
輸送施設の
使用停止

1 27

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

江川郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28
輸送施設の
使用停止

1 21

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

柳橋郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28
輸送施設の
使用停止

1 26

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

月形郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R8.1.28
輸送施設の
使用停止

1 23

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所

令和８年２月２８日付
(国土交通省東北運輸局)

(東北運輸局長発令)

氏 名

辞　職（２月２８日付） 澤 崎 拓 宮城運輸支局首席陸運技術専門官付（検査整備保安）

以 上

発　　令　　事　　項 現　　　　　　　職

人 事 異 動

辞 令



（９）

l

第１４９１号　　令和８年３月２日（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

|

◆自動車保有車両数（令和７年１１月末）
自動車技術安全部管理課

運 輸 局 情 報

用

途 青森 八戸 計 山形 庄内 計 福島 いわき 計

自家用 14,293 10,472 24,765 24,461 34,706 14,037 12,646 4,188 16,834 25,748 9,544 35,292 150,095

普　通　車 事業用 4,737 3,669 8,406 9,615 19,601 5,943 4,868 1,815 6,683 13,287 4,153 17,440 67,688

計 19,030 14,141 33,171 34,076 54,307 19,980 17,514 6,003 23,517 39,035 13,697 52,732 217,783

自家用 26,148 18,198 44,346 42,322 73,041 28,143 25,930 8,752 34,682 51,467 17,359 68,826 291,360

貨 四　輪 事業用 401 241 642 482 1,106 320 301 117 418 651 162 813 3,781

計 26,549 18,439 44,988 42,804 74,147 28,463 26,231 8,869 35,100 52,118 17,521 69,639 295,141

自家用 4 2 6 7 14 4 7 0 7 10 3 13 51

三　輪 事業用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 4 2 6 7 14 4 7 0 7 10 3 13 51

自家用 121 104 225 339 398 118 119 31 150 277 107 384 1,614

物 被けん引車 事業用 338 714 1,052 791 3,225 490 191 261 452 1,102 952 2,054 8,064

計 459 818 1,277 1,130 3,623 608 310 292 602 1,379 1,059 2,438 9,678

四　輪 83,416 51,112 134,528 141,057 155,683 118,133 90,966 32,211 123,177 150,988 45,293 196,281 868,859

三　輪 3 0 3 9 12 6 7 2 9 6 2 8 47

貨   物   計 129,461 84,512 213,973 219,083 287,786 167,194 135,035 47,377 182,412 243,536 77,575 321,111 1,391,559

自家用 178 129 307 321 314 188 143 128 271 189 114 303 1,704

普　通　車 事業用 665 578 1,243 958 1,842 591 336 112 448 1,003 399 1,402 6,484

乗 計 843 707 1,550 1,279 2,156 779 479 240 719 1,192 513 1,705 8,188

自家用 863 566 1,429 1,345 1,517 960 1,012 253 1,265 1,411 564 1,975 8,491

合 小　型　車 事業用 227 92 319 337 709 165 126 54 180 411 165 576 2,286

計 1,090 658 1,748 1,682 2,226 1,125 1,138 307 1,445 1,822 729 2,551 10,777

乗   合   計 1,933 1,365 3,298 2,961 4,382 1,904 1,617 547 2,164 3,014 1,242 4,256 18,965

自家用 114,336 83,336 197,672 212,437 429,575 160,412 153,006 45,032 198,038 299,066 98,331 397,397 1,595,531

普　通　車 事業用 408 232 640 713 839 380 249 78 327 447 115 562 3,461

乗 計 114,744 83,568 198,312 213,150 430,414 160,792 153,255 45,110 198,365 299,513 98,446 397,959 1,598,992

自家用 111,956 83,857 195,813 201,975 385,491 165,088 150,191 47,789 197,980 260,927 82,123 343,050 1,489,397

小　型　車 事業用 884 516 1,400 1,051 2,955 642 649 178 827 1,346 375 1,721 8,596

用 計 112,840 84,373 197,213 203,026 388,446 165,730 150,840 47,967 198,807 262,273 82,498 344,771 1,497,993

軽　四　輪　車 205,680 120,102 325,782 320,814 488,927 250,928 213,267 75,693 288,960 360,363 111,417 471,780 2,147,191

乗     用     計 433,264 288,043 721,307 736,990 1,307,787 577,450 517,362 168,770 686,132 922,149 292,361 1,214,510 5,244,176

自家用 8,048 5,147 13,195 12,725 18,248 8,781 6,518 2,308 8,826 13,811 4,832 18,643 80,418

普　通　車 事業用 3,108 2,082 5,190 3,733 7,135 1,794 1,446 715 2,161 3,456 1,126 4,582 24,595

特 計 11,156 7,229 18,385 16,458 25,383 10,575 7,964 3,023 10,987 17,267 5,958 23,225 105,013

自家用 854 502 1,356 1,966 2,763 1,435 1,155 449 1,604 2,548 901 3,449 12,573

小　型　車 事業用 76 33 109 101 207 94 73 18 91 102 24 126 728

種 計 930 535 1,465 2,067 2,970 1,529 1,228 467 1,695 2,650 925 3,575 13,301

軽　自　動　車 1,480 855 2,335 1,914 3,515 1,930 1,586 686 2,272 2,690 657 3,347 15,313

特   　種　   計 13,566 8,619 22,185 20,439 31,868 14,034 10,778 4,176 14,954 22,607 7,540 30,147 133,627

7,235 3,235 10,470 5,989 3,860 9,985 6,904 2,021 8,925 4,917 1,123 6,040 45,269

小 型 二 輪 車 8,848 5,963 14,811 17,717 39,665 11,936 11,816 4,056 15,872 27,515 8,024 35,539 135,540

軽　二　輪　車 8,777 5,721 14,498 18,374 35,528 12,067 10,450 3,795 14,245 27,090 6,894 33,984 128,696

二　輪　車　計 17,625 11,684 29,309 36,091 75,193 24,003 22,266 7,851 30,117 54,605 14,918 69,523 264,236

総   　  合 　    計 603,084 397,458 1,000,542 1,021,553 1,710,876 794,570 693,962 230,742 924,704 1,250,828 394,759 1,645,587 7,097,832

前　　　　月 両　数 -147 -63 -210 -1 764 -289 -74 19 -55 570 -105 465 674

対比較増減 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 前 年 同 月 両　数 -2,272 -1,214 -3,486 -5,291 -3,418 -4,491 -2,465 -1,341 -3,806 -4,949 -2,305 -7,254 -27,746

対比較増減 ％ -0.4 -0.3 -0.3 -0.5 -0.2 -0.6 -0.4 -0.6 -0.4 -0.4 -0.6 -0.4 -0.4

登 録 自 動 車 数 294,880 213,705 508,585 521,668 987,546 399,570 365,870 114,299 480,169 682,176 222,472 904,648 3,802,186

検査自動車数 303,728 219,668 523,396 539,385 1,027,211 411,506 377,686 118,355 496,041 709,691 230,496 940,187 3,937,726

軽 自 動 車 数 299,356 177,790 477,146 482,168 683,665 383,064 316,276 112,387 428,663 541,137 164,263 705,400 3,160,106
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車    種 業態
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岩　手 宮　城 秋　田
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